
関北通信  №20     令和５年 8 月２８日   校長  吉川文章 

「人事院勧告、月収約 2.7％引き上げ（春闘 30年ぶり高水準を反映）」 

令和５年の人事院勧告（8月 7日）がなされました。先生方には、こういった報道に敏感になって欲し

いと考えています。そして、制度への理解を高めていただくことが、今後のみなさまの生活設計の上でも

極めて重要です。以下、基本的な知識のおさらいです。 

 ざっくり言えば、民間給与と国家公務員の給与を比較して、互いの給与水準を均衡させることをもとに

行われる次年度への国としての給与を促す行為です。さらに詳しく。 
 

例年、8月初旬に「人事院勧告・報告」が行われます。国家公務員の給与等に関する勧告が主です。「報

告」には、人事管理に関する内容（今年度は、人材の確保、人材の育成・人事管理の推進、勤務環境の整

備等）です。ご存じの通り、コロナ禍の影響で一昨年度、令和２年度の給与はボーナスの引き下げが勧告

され、昨年度は 3年ぶりに引き上げ勧告となったことは記憶に新しいところです。 

それでは、今年度の概要をご説明いたします。 
 

① 基本給、額29年・率26年ぶりの引き上げ 

これにより、年間平均給与は10万5千円増えます。 

② ボーナスが 2年連続の引き上げ 

年間で4.40月→4.50月分、具体的に期末及び勤勉手当の支給月数をともに0.05月分引き上げとなりま

す。さらに、この勧告は令和５年度にも反映されるため、12月のボーナスは、6月分が差額調整され、0.1

月分の引き上げ、例えば、月の給与が４０万円の場合はボーナスが４万円の引き上げとなるということで

す。 

※ この数年、初任給を含めた若年層に重点をおいた勧告となっています。今、しきりに言われる「教

員のなり手不足」に歯止めをかけるねらいがあることは明白です。 
  
 給料は「各都道府県の人事委員会」によって定められますので、これで決まりではありません。我々の給

与はこの勧告を受けて東京都の人事委員会により決定されることになります。 
 

「この勧告をどうみて、自分の職や生活設計に生かすか」ですが、様々な観点から総合的にみていく目

を養うことが求められます。 

観点の具体例です。「歴史」「政治、経済」「世界情勢」「国家公務員と地方公務員との関連」「一般公務員

と教育公務員との関連」「自身のキャリアプラン、生涯所得」などなど。 

 

今回の引き上げは、間違いなく春闘による「大幅なベースアップ」が引き上げの大きな根拠となってい

ます。みなさんはどう予想されていたでしょうか。わたくしは、もう少し上がっていてもよかったかなと

感じています。もともと、以前の「人材確保法」のように教員の給料は公務員の中でも「頭一つ」高いも

のでなくてならないと考えています。さらには、定年延長に伴う処遇に触れて欲しかったと思います。 

 

この勧告はもっと奥深い面を含んでいます。興味のある方は個別にわたくしをお尋ねください。 

 

概要版を資料として添付します。かなり、新時代を意識した作りになっています。聞き慣れないワードについては、今

後、具体的な方策となっていきます。注視しましょう。 

教育職に携わる者として、このような視点をもつことは重要と考えています。みなさんもネットなどで調べてみてくださ

い。今後も随時、情報提供をしてまいります。 


